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〔6月定例会】|
議長に村山二永氏当選

副議長は斉藤憲二氏

就
任
あ
い
さ
つ

村Z
山i

永

斉

藤

憲

六
月
定
例
会
に
お
い
て
、
名
誉
一
あ
る
議
長
、
副
議

長
に
選
任
さ
れ
、
私
共
誠
に
身
に
余
る
光
栄
で
あ
り
、

責
任
の
重
大
さ
を
痛
感
し
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

本
市
は
今
、
厳
し
い
社
会
経
済
情
勢
の
中
、
第
三

次
総
合
計
画

・
新
基
本
計
画
の
二
年
次
と
し
て
、
ゆ

と
り
と
豊
か
さ
を
実
現
で
き
る
市
民
生
活
の
構
築
と

二
十
一
世
紀
を
確
実
に
見
通
し
た
個
性
と
創
造
を
育

む
都
市
“
つ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
レ
イ
ン
ボ
ー
プ
ラ

ン

・
重
点
施
策
な
ど
の
推
進
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

市
議
会
と
い
た
し
ま
し
で
も
、
こ
れ
ら
に
対
応
す

べ
く
、

市
民
の
積
極
的
な
御
協
力
を
賜
わ
り
な
が
ら
、

皆
様
の
御
意
見
、
御
要
望
な
ど
十
分
行
政
に
反
映
さ

れ
る
よ
う
論
議
を
尽
し
、
努
力
し
て
い
く
考
え
で
あ

り
ま
す
。

今
後
と
も
よ
り
一
層
の
御
支
援
、
御
協
力
を
賜
わ

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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六
月
定
例
会
は
、
六
月
十
七
日
に
招
集
さ
れ
、
会
期
を
十
二
日
間
と
決
め
、
正
副

議
長
な
ど
議
会
の
構
成
と
、
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
補
正
予
算
、
条
例
の
一
部
改
正
、

工
事
請
負
契
約
の
締
結
、
人
事
案
件
な
ど
二
十
四
議
案
に
つ
い
て
審
議
し
ま
し
た
。

議
長
の
選
出
に
つ
い
て
は
、
投
票
の
結
果
、
第
七
十
四
代
議
長
に
村
山
二
永
氏

(
新
政
ク
ラ
ブ
)
が
当
選
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
副
議
長
の
選
出
に
つ
い
て
は
、
指

名
推
せ
ん
の
結
果
、
第
八
十
五
代
副
議
長
に
斉
藤
憲
二
氏
(
新
社
会
ク
ラ
ブ
)
が
当

選
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
議
会
に
お
け
る
内
部
審
査
機
関
と
し
て
、
条
例
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る

四
つ
の
常
任
委
員
会
、
並
び
に
議
会
運
営
に
関
す
る
議
長
の
諮
問
機
関
で
あ
る
議
会

運
営
委
員
会
の
委
員
を
選
任
し
、
さ
ら
に
組
合
議
員
、
議
会
選
出
監
査
委
員
等
を
選

出
し
て
議
会
構
成
を
終
わ
る
と
と
も
に
、
提
出
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て
い
ず
れ
も
原

案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
閉
会
し
ま
し
た
。
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委
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に

「
奴
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氏

議
会
選
出
の

監
査
委
員
堀
内

征
治
氏
の
辞
職

に
伴
い
、
新
た

に
飯
沼
忠
氏
を
選
任
す
る
議
案
が
今

定
例
会
に
提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、

全
員
異
議
な
く
同
意
す
る
こ
と
と
決
し

ま
し
た
。

甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
議
員

補

欠

選

挙

常
任
委
員
会
の
改
選
に
伴
い
、
小
沢

綱
雄
、
依
田
敏
夫
、
牛
奥
公
貴
、
飯
沼

忠
、
海
野
平
八
郎
、
雨
宮
年
江
、
秋
山

雅
司
の
各
議
員
が
辞
任
し
、
こ
れ
に
伴

う
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
、
指
名
推
せ
ん

に
よ
り
、
上
回
英
文
、
福
島
勇
、
村

山
二
永
、
森
沢
幸
夫
、
出
井
数
馬
、
堀

内
征
治
、
宮
川
章
司
の
各
議
員
が
当
選

1
レ
±
a
p
し↑九
。

新
病
院
建
設
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員

の
変
更

本
市
議
会
に
設
置
さ
れ
て
い
る
「
新

病
院
建
設
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
」

の
村
山
二
永
、
斉
藤
憲
二
の
各
議
員
が

辞
任
し
、
後
任
に
依
田
敏
夫
、
剣
持
庸

雄
の
各
議
員
が
就
任
し
ま
し
た
。

農
業
委
員
を
推
せ
ん

農
業
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
市

長
か
ら
依
頼
の
あ
っ
た
学
識
経
験
を
有

す
る
者
の
中
か
ら
選
ぶ
委
員
の
推
せ
ん

が
行
わ
れ
、
小
沢
綱
雄
、
早
川
武
男
、

細
田
清
、
堀
内
光
雄
、
清
水
節
子
の

各
議
員
を
全
員
異
議
な
く
推
せ
ん
す
る

こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

助
役
に
浅
川
氏
を
同
意

本
定
例
会
最
終
日
に
助
役
の
選
任
議

案
と
し
て
浅
川
紫
朗
氏
を
、
ま
た
六
月

二
十
七
日
を
も
っ
て
辞
職
し
た
、
教
育

委
員
会
委
員
浅
川
紫
朗
氏
¢
後
任
と

し
て
遠
藤
喜
氏
の
任
命
議
案
が
提
案

さ
れ
、
両
議
案
と
も
全
員
異
議
な
く
同

意
し
ま
し
た
。

6
月
げ
日
同

開
会
、
提
案
理
由
の

説
明

議
案
調
査
の
た
め
休

A
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人
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擁
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委
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決
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本
定
例
会
に
、
人
権
擁
護
委
員

候
補
者
の
推
薦
の
諮
問
議
案
が
提

出
さ
れ
、
全
員
異
議
な
く
、
諮
問

の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。
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用
地
交
渉
の
現
況
と

今
後
の
対
応
は

【
問
】
新
市
立
病
院
建
設
の
用
地
交
渉

の
現
況
と
今
後
の
対
応
は
。

窪
田】
基
本
的
に
は
、
農
用
地
解
除
の

目
的
を
理
解
し
て
頂
く
中
で
、
病
院
用

地
が
確
保
可
能
な
状
況
に
な
る
こ
と
が

必
要
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、

三
点
セ
ッ
ト
(
面
積
・
単
価
・

代
替
地
整
理
)
が
整
う
こ
と
を
地
権
者

会
に
要
望
し
て
き
ま
し
た
が
、
地
権
者

会
の
ご
努
力
に
よ
り
、
代
替
地
に
つ
い

て
は
目
標
に
向
け
て
の
進
展
が
、
一
定

の
範
囲
内
で
見
ら
れ
ま
す
の
で
、
今
後

も
三
点
セ
ッ
ト
を
基
本
に
、

地
権
者
会

と
協
議
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

起
業
地
と
代
替
地

税
制
上
の
違
い
は

【
問
】
当
初
は
起
業
地

(
病
院
用
地
)

で
あ
っ
た
も
の
が
、
代
替
地
と
し
て
活

用
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
税
制
上
の
違

い
を
提
供
者
は
承
知
し
て
い
る
か
。

【答】

起
業
地
と
代
替
地
と
で
は
、
税

法
上
そ
の
取
り
扱
い
が
異
な
り
ま
す
。

今
回
代
替
地
の
合
意
の
中
で
、
代
替
地

提
供
者
に
明
確
に
示
し
、
こ
の
こ
と
を

十
分
理
解
し
た
う
え
で
合
意
さ
れ
る
よ

う
指
導
し
、
話
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

人
口
増
加
対
策

家
賃
の
助
成
は

【問】

人
口
増
加
の
早
道
は
快
適
な
生

活
を
営
む
こ
と
の
で
き
る
安
い
家
賃
の

住
宅
の
供
給
に
あ
る
と
思
う
が
、
民
間

賃
貸
住
宅
入
居
者
へ
の
家
賃
の
助
成
は

い
つ
ご
ろ
実
施
す
る
の
か
。

窪田】

本
市
の
新
基
本
計
画
に
お
け
る

住
宅
施
策
と
し
て
、
公
営
住
宅
建
設
及

び
建
替
え
等
を
計
画
的
に
進
め
る
な
か

で
、
人
口
の
定
住
化
と
労
働
人
口
の
確

保
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
ゆ
と
り
と
豊
か
さ
が
実
感
で

き
る
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

た
め
、
住
宅
政
策
の

一
環
と
し
て
の
、

住
宅
家
賃
補
助
制
度
の
実
施
に
向
け
て

も
検
討
し
て
お
り
ま
す
。
具
体
的
方
法

に
つ
い
て
は
、
他
都
市
の
実
施
状
況
や
、

国
の
「
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
供
給
制
度
」

な
ど
を
参
考
に
、
来
年
度
実
施
に
向
け
、

積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
考
え
で
あ
り

ま
す
。
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『ご
み
収
集
処
理
の
有
料
化
』の

考

え

方

は

甲府市議会だより

【
問
】
全
国
市
長
会
で
提
言
さ
れ
た
、

ご
み
収
集
処
理
の
有
料
化
に
つ
い
て
、

い
か
に
こ
れ
を
受
け
止
め
た
か
。

【
答
】
増
え
続
け
る
ご
み
の
処
理
が
、

都
市
の
抱
え
る
最
大
の
課
題
と
し
て
、

全
国
市
長
会
は

「廃
棄
物
を
中
心
と
し

た
環
境
問
題
に
関
す
る
提
言
」
の
中
で
、

ご
み
の
排
出
量
を
抑
制
す
る
有
効
な
手

段
と
し
て
、
有
料
制
を
挙
げ
ま
し
た
。

こ
の
中
身
は
、
全
て
の
都
市
に
お
い
て

一
率
に
有
料
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の

で
な
く
、
そ
の
都
市
の
実
情
に
即
し
、

住
民
の
合
意
を
得
た
う
え
で
導
入
し
、

徴
収
し
た
料
金
は
、
公
共
料
金
の
引
き

平成5年 8月1日

下
げ
な
ど
、
住
民
に
還
元
す
る
こ
と
な

ど
を
内
容
と
し
て
お
り
ま
す
。

本
市
で
は
、
他
都
市
に
比
べ
ご
み
の

資
源
化
率
は
高
く
、
事
業
系

・
一
時
多

量
に
排
出
さ
れ
る
生
活
系
ご
み
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
有
料
化
を
図
っ
て
き
て

お
り
ま
す
。
当
面
、
ご
み
抑
制
策
と
し

進
捗
状
況
と
周
辺
整
備
は

【
間
】
心
身
障
害
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

計
画
の
進
捗
状
況
と
、
進
入
道
路
を
は

じ
め
と
す
る
周
辺
整
備
を
ど
の
よ
う
に

行
っ
て
い
く
考
え
か
。

窪
田
】
心
身
障
害
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

は
、
第
三
次
総
合
計
画
・
中
期
計
画
の

中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、

建
設
用
地
と
致
し
ま
し
て
は
、
旧
少
年

鑑
別
所
跡
地
を
取
得
す
べ
く
、
大
蔵
省

関
東
財
務
局
甲
府
財
務
事
務
所
と
折
衝

を
重
ね
、
こ
の
度
取
得
す
る
こ
と
が
で

て
は
、
分
別
排
出
の
徹
底
を
更
に
進
め
、

生
活
系
ご
み
の
原
則
無
料
を
続
け
て
ま

い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

水
源
保
護

リ
ゾ
ー
ト

恥
ン
ン
が
排
水
規
制
は

【問】

水
源
保
護
地
域
内
に
リ
ゾ

ー
ト

マ
ン
シ
ヨ
ン
や
別
荘
が
建
設
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
生
活
雑
排
水
に
よ
る
水
質

汚
染
の
恐
れ
は
な
い
か
。

【
答
】
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン

シ
ョ
ン
等
か
ら

生
ず
る
生
活
雑
排
水
の
処
理
施
設
に
つ

き
ま
し
て
は
、
関
係
者
と
の
事
前
協
議

に
基
づ
き
、
平
成
二
年
八
月
、
排
水
基

準

(
B
O
D
5
P
P
M以
下
)
を
道
守

す
る
こ
と
等
を
内
容
と
し
た
覚
書
を
締

結
し
、
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、
現
在
の
と
こ
ろ
水

質
汚
染
の
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今

後
に
お
い
て
も
こ
の
覚
書
に
基
づ
き
、

建
物
等
へ
の
立
入
検
査
を
行
う
な
ど
、

水
質
汚
染
の
原
因
と
な
ら
な
い
よ
う
監

き
ま
し
た
。
今
後
、
建
設
に
向
け
、
準

備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

次
に
、
国
道
一
四

O
号
線
か
ら
の
進

入
道
路
を
始
め
と
す
る
周
辺
整
備
に
つ

き
ま
し
て
は
、
県
を
は
じ
め
、
関
係
機

関
、
さ
ら
に
地
域
の
皆
様
方
と
協
議
し
、

周
辺
整
備
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

視
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

公
正
な

入
札
制
度
の

確
立
を

【
問
】
公
正
な
土
木
行
政
を
確
立
す
る

た
め
に
、
条
件
っ
き
一
般
競
争
入
札
制

度
の
採
用
、
ま
た
予
定
価
格
等
を
公
表

す
る
考
え
は
な
い
か
。

【
答
】
条
件
っ
き
一
般
競
争
入
札
制
度

の
採
用
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
在
の
指

名
競
争
入
札
制
度
に
お
け
る
業
者
選
定

基
準
の
中
に
、

地
域
性
・
ラ
ン

ク
性
等

含
ま
れ
て
お
り
、
指
名
の
際
に
そ
れ
ら

を
考
慮
す
る
な
か
で
対
応
し
て
お
り
ま

す
。入

札
・
落
札
価
格
等
の
公
表
に
つ
き

ま
し
て
は
す
で
に
実
施
し
て
い
ま
す
が
、

予
ゐ
応
価
格
の
公
表
に
つ
き
ま
し
て
は
、
近

い
将
来
同
種
の
事
業
等
に
係
る
予
定
価

格
が
推
測
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す

の
で
、
現
在
は
公
表
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

甲
府
商
科
専
門
学
校

短
大
へ
の
昇
格
は

【間】

甲
府
商
科
専
門
学
校
を
短
大
に

昇
格
さ
せ
る
考
え
は
な
い
か
。

窪
田
】
甲
府
商
科
専
門
学
校
は
、
実
力

養
成
の
教
育
機
関
と
し
て
、
平
成
三
年

四
月
、
情
報
化
・
国
際
化
・
技
術
革
新

化
社
会
に
対
応
す
る
た
め
、
よ
り
高
い

専
門
性
と
、
よ
り
豊
か
な
人
間
性
を
身

に
つ
け
、
地
域
の
産
業
の
発
展
に
貢
献

で
き
る
人
材
の
育
成
を
目
的
と
し
て
設

立
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
高
学

歴
社
会
へ
の
対
応
等
い
く
つ
か
の
課
題

は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
専
門
学
校
と
し

て
の
特
殊
性
を
生
か
し
、
県
内
企
業
の

需
要
に
応
え
ら
れ
、

即
戦
力
と
な
る
人

材
の
育
成
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
当
面
、

専
門
学
校
と

し
て
の
実
績
を
上
げ
て
、
将
来
に
向
か
っ

て
の
足
が
か
り
と
な
る
よ
う
な
教
育
内

容
の
充
実
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。



平成5年 8月1日

審一委

総

務

委

員

会
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-v甲
府
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

こ
の
度
の
改
正
は
、
固
定
資
産
税
の

算
出
の
基
礎
と
な
る
土
地
の
評
価
を
全

国
的
に
閉
じ
基
準
に
統
一
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

れ
に
よ
る
と
、
固
定
資
産
税
の
評
価
が

土
地
公
示
価
格
の
七
割
に
統
一
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
改
正
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、

現
行
と
比
べ
て
大
幅
な
引
き
上
げ
と
な

り
、
数
十
年
の
期
間
を
設
け
て
行
わ
れ

た
と
し
て
も
、
そ
の
期
聞
を
経
過
す
れ

ば
、
固
定
資
産
税
は
平
均
し
て
現
在
の

三
倍
程
度
の
大
幅
引
き
上
げ
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
た
だ
し
た
の
に
対
し
、

改
正
は
税
の
引
き
上
げ
を
目
的
と
し
た

も
の
で
は
な
く
、
評
価
の
基
準
の
統
一

に
よ
る
均
衡
化
、
適
正
化
を
図
っ
た
も

の
で
あ
る
。
十
二
年
間
を
め
ど
に
な
だ

ら
か
な
引
き
上
げ
を
行
い
、
負
担
の
軽

減
措
置
も
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
税
額
は
平
成
五
年
度
と
六
年
度
を

比
べ
て
も

5
%か
ら

6
%程
度
の
引
き

上
げ
に
止
ま
り
、
将
来
的
な
こ
と
は
不

明
で
あ
る
が
、

三
倍
の
引
き
上
げ
に
は

な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
と
の
答
弁

第98号(5) 
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昌
(査

の
主

な

内

が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
の
主
旨
が
市
民
の
税
負
担

の
平
準
化
、
公
平
化
、
さ
ら
に
は
均
衡

化
に
あ
る
の
で
、
市
民
に
十
分
な
周
知

を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
意
を
ふ
ま
え

た
条
例
の
運
用
を
求
め
る
意
見
が
あ
り
、

採
決
の
結
果
、
多
数
を
も
っ
て
当
局
原

案
の
と
お
り
可
決
す
る
も
の
と
決
し
ま

し
た
。

。
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び

財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正

議
会
が
審
議
で
き
る
工
事
金
額
を
一

億
五
千
万
円
以
上
に
引
き
上
げ
る
こ
と

に
よ
り
、
議
会
が
監
視
で
き
な
い
範
囲

が
広
が
る
の
で
、
当
局
は
工
事
検
査
の

機
能
を
十
分
生
か
す
こ
と
に
よ
り
、
工

事
が
確
実
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望
す

る
意
見
が
あ
り
、
採
決
の
結
果
、
多
数

を
も
っ
て
当
局
原
案
の
と
お
り
可
決
す

る
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

。
甲
府
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正

甲
府
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
は
、

国
保
会
計
は
黒
字
が
毎
年
続
い
た
こ
と

に
よ
り
、
基
金
に
多
く
の
積
立
金
が
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
料
を
引
き
下

げ
る
余
裕
が
あ
る
の
で
、
こ
の
度
の
条

容

例
改
正
に
は
反
対
で
あ
る
と
の
意
見
が

あ
り
、
採
決
の
結
果
、
多
数
を
も
っ
て

当
局
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
も
の
と

決
し
ま
し
た
。

次
に
、
甲
府
市
同
和
対
策
住
宅
新
築

資
金
等
貸
付
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る

条
例
制
定
に
つ
い
て
は
、
採
決
の
結
果
、

多
数
を
も
っ
て
当
局
原
案
の
と
お
り
可

決
す
る
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

A-請
願
二
件
を
採
決

専
決
処
分
(
平
成
四
年
度
甲
府
市
一

般
会
計
補
正
予
算
(
第
六
号
)
)
、
専

決
処
分
(
甲
府
市
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
)
、
甲

府
市
市
史
編
さ
ん
委
員
会
設
置
条
例
を

廃
止
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
、
甲
府

市
職
員
特
別
給
与
条
例
臨
時
特
例
の

一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
全
員
異
議
な
く
当
局
原
案
の

と
お
り
承
認
、
可
決
す
る
も
の
と
決
し

ま
し
た
。

次
に
、
景
気
回
復
と
住
宅
取
得
の
改

善
策
実
現
を
求
め
る
国
へ
の
意
見
書
提

出
に
関
す
る
請
願
は
、
採
決
の
結
果
、

多
数
を
も
っ
て
採
択
す
る
も
の
と
決
し

ま
し
た
。
次
に
、
郵
政
事
業
の
現
行
経

営
形
態
堅
持
を
求
め
る
請
願
に
つ
い
て

は
、
願
意
妥
当
と
認
め
、
採
択
す
る
も

の
と
決
し
ま
し
た
。

文民

教生

員

，6除
::Di: 

委

。
四
案
件
、

一
請
願
を
審
査

甲
府
市
市
立
の
高
等
学
校
及
び
幼
稚

園
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校

薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条

例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
当
局
原
案
の

と
お
り
可
決
す
る
も
の
と
決
し
ま
し
た

が
、
現
在
、
学
校
の
規
模
に
関
係
な
く
、

一
律
に
学
校
医
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、

今
後
は
、
学
校
の
規
模
に
応
じ
て
適
宜
、

学
校
医
を
配
置
す
る
よ
う
要
望
す
る
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
、
甲
府
市
教
育
職
員
の
退
職
年

金
及
び
退
職

一
時
金
に
関
す
る
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
、
工
事

請
負
契
約
の
締
結
(
上
条
中
学
校
柔
剣

道
場
新
築
(
建
築
主
体
)
工
事
)
、
専
決

処
分
(
平
成
五
年
度
甲
府
市
老
人
保
健

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
(
第

一
号
)
)

は
、
そ
れ
ぞ
れ
全
員
異
議
な
く
当
局
原

案
の
と
お
り
可
決
、
承
認
す
る
も
の
と

決
し
ま
し
た
。

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
保
育
制
度
の

拡
充
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め

る
請
願
に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く

採
択
す
る
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

経

済

都
市
開
発

員

A 
::Di: 

委

-
甲
府
市
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正

甲
府
市
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
、

工
事
請
負
契
約
の
変
更
契
約
締
結
に
つ

い
て
の
こ
案
は
、
い
ず
れ
も
全
員
異
議

な
く
当
局
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
も

の
と
決
し
ま
し
た
。

水建

道設

貝

A 
::Di: 

委

-
甲
府
市
廃
棄
物
の
減
量
化
、
資
源
化

及
び
適
正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
を
制

定
甲
府
市
廃
棄
物
の
減
量
化
、
資
源
化

及
び
適
正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て
は
、
全
員
異
議
な
く
当
局
原

案
の
と
お
り
可
決
す
る
も
の
と
決
し
ま

し
た
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
市
並

び
に
市
民
及
び
事
業
者
の
三
者
の
責
務

が
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
今
後

さ
ら
に
廃
棄
物
の
減
量
化
及
び
資
源
化

を
押
し
進
め
る
と
と
も
に
、
廃
棄
物
の

排
出
抑
制
及
び
適
正
処
理
に
関
し
、
市

民
や
事
業
者
に
対
す
る
意
識
の
啓
発
を

図
る
よ
う
要
望
す
る
意
見
が
あ
り
ま
し

た
。A-市

道
路
線
の
認
定
な
ど
六
案
件
を
可

忠
人

甲
府
市
市
営
住
宅
条
例
の

一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
、
市
道
路

線
(
大
里
北
耕
地
一
号
線
・
大
里
中
耕

地

一
i
二
号
線
・
国
母
八
丁
目
二

i
四

号
線
)
に
つ
い
て
、

工
事
請
負
契
約
の

変
更
契
約
締
結
(
甲
府
市
増
坪
町
一
般

廃
棄
物
最
終
処
分
場
浸
出
水
処
理
施
設

建
設
工
事
)
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も

全
員
異
議
な
く
当
局
原
案
の
と
お
り
可

決
す
る
も
の
と
決
し
ま
し
た
。
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甲
府
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

こ
の
条
例
改
正
は
、
平
成
六
年
度

の
固
定
資
産
税
評
価
替
え
に
当
た
り
、

政
府
が
固
定
資
産
の
評
価
額
を
地
価

公
示
価
格
の
七
割
の
水
準
に
引
き
上

げ
る
と
い
う
新
し
い
方
針
を
示
し
た

た
め
、
現
行
の
固
定
資
産
税
と
の
著

し
い
格
差
が
生
ま
れ
る
た
め
三
年
間

の
負
担
調
整
措
置
を
講
ず
る
た
め
の

も
の
で
す
。

問
題
は
、
自
治
省
の
方
針
と
お
り

の
評
価
替
え
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
評

価
額
が
全
国
平
均
で

3
・
5
倍
に
引

き
上
が
る
こ
と
で
す
。
固
定
資
産
税

は
、
市
民
が
生
活
を
す
る
た
め
の
土

地
保
有
を
前
提
と
し
て
か
け
ら
れ
た

税
で
あ
り
、
そ
の
評
価
額
は
低
く
押

え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
今
回
、

土
地
の
売
買
を
前
提
と
す
る
公
示
価

格
を
規
準
と
す
る
と
い
う
、
従
来
の

方
針
を
大
き
く
変
更
す
る
も
の
で
す
。

現
在
の
評
価
額
は
、
リ
ニ
ア
ブ
ー

ム
と
バ
ブ
ル
経
済
で
は
ね
上
が
っ
た

土
地
価
格
を
反
映
し
た
最
も
高
い
水

準
で
す
。
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
た
今
、

市
は
早
急
に
地
価
の
再
評
価
を
行
い
、

緊
急
に
評
価
額
を
引
き
下
げ
る
べ
き

で
あ
り
ま
す
。
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川
川

請
山
願
山
川
川

マ
採
択
さ
れ
た
も
の

〔
総
務
委
員
会
〕

O
景
気
回
復
と
住
宅
取
得
の
改
善
策
実

現
を
求
め
る
国
へ
の
意
見
書
提
出
に
関

す
る
請
願

(
山
梨
県
不
動
産
政
治
連
盟

会
長

・
久
保
川
博
芳
)

O
郵
政
事
業
の
現
行
経
営
形
態
堅
持
を

求
め
る
請
願

(
全
逓
信
労
働
組
合
山
梨

地
区
本
部
執
行
委
員
長
・
金
丸
直
道
)

〔
民
生
文
教
委
員
会
〕

O
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
保
育
制
度
の

拡
充
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め

る
請
願

(
山
梨
県
保
育
運
動
連
絡
会
代

表

・
三
浦
達
朗
)

マ
継
続
審
査
す
る
も
の

〔
総
務
委
員
会
〕

O
「
『
保
険
で
良
い
入
れ
歯
を
』
の
実

現
を
求
め
る
意
見
書
」
の
提
出
を
国
ヘ

求
め
る
請
願

(
甲
府
生
活
と
健
康
を
守

る
会
代
表
・
秋
山
保
太
郎
)

O
ゆ
た
か
な
老
後
の
た
め
に
年
金
制
度

の
改
善
を
求
め
る
意
見
書
提
出
に
関
す

る
請
願

(山
梨
県
労
働
組
合
総
連
合
議

長

・
小
林
正
巳
)

O
「
環
境
自
治
体
宣
言
」
の
決
議
を
求

め
る
請
願

(
自
治
労
山
梨
県
本
部
甲
府

市
職
支
部
執
行
委
員
長

・
阪
本
俊
美
)

〔
民
生
文
教
委
員
会
〕

O
中
学
校
完
全
給
食
を
求
め
る
請
願

(
甲
府
市
の
中
学
校
給
食
を
実
現
す
る

連
絡
会
会
長
・
小
林
豊
子
)

圏
直
圃
圃
圃
圃
圏

を

実

施

ー
議
員
互
助
会
事
業

市
議
会
で
は
、
議
員
互
助
会
事
業
の

一
環
と
し
て
、
議
員
の
資
質
向
上
と
新

時
代
に
対
応
し
た
議
会
の
活
性
化
を
図

る
た
め
、
議
員
合
同
の
自
主
研
修
会
を

七
月
二
日
甲
府
市
総
合
市
民
会
館
で
実

施
し
ま
し
た
。

こ
の
研
修
会
は
、
「
新
し
い
時
代
に

対
応
し
た
議
会
運
営
等
に
つ
い
て
」
と

題
し
、
講
師
に
全
国
都
道
府
県
議
会
議

長
会
議
事
調
査
部
長
の
野
村
稔
氏
を

〔
経
済
都
市
開
発
委
員
会
〕

O
コ
メ
の
輸
入
・
自
由
化
阻
止
に
関
す

る
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願

(食

と
み
ど
り
・
水
を
守
る
山
梨
県
民
会
議

議
長
・
永
田
清

一
)

1111 

1111 

マ
継
続
審
査
す
る
も
の

〔
総
務
委
員
会
〕

O
国
民
の
祝
日
「
海
の
日
」
実
現
に
関

す
る
陳
情

(
海
事
振
興
連
盟
会
長

・
原

田
憲
)

招
き
、
地
方
分
権
特
例
制
度
、
地
方
拠

点
都
市
法
な
ど
地
方
分
権
化
制
度
の
動

向
と
、
議
会
運
営
の
改
革
等
に
つ
い
て

熱
心
に
受
講
し
ま
し
た
。

村
山

二
永

斉

藤

憲

二

皆

川

巌

雨

宮

年

江

堀

内

征

治

金

丸

三

郎

石

原

剛

川
名

正

剛

訂
|
一
一

六
一

内
線
四

O
O七

議
員
表
彰

お
め
で
と
う

こ
の
た
び
、
第
五
十
九
回
関
東
市
議

会
議
長
会
並
び
に
第
六
十
九
回
全
国
市

議
会
議
長
会
の
各
定
期
総
会
に
お
い
て
、

村
山
二
永
、
依
田
敏
夫
、
剣
持
庸
雄
、

清
水
節
子
、
森
沢
幸
夫
、
牛
奥
公
貴
、

斉
藤
憲
二
、
岡
田
修
、
川
名
正
剛
、

堀
内
征
治
、
秋
山
雅
司
の
十
一
氏
が
議

員
と
し
て
十
年
以
上
在
職
し
、
地
方
自

治
振
興
の
た
め
尽
力
さ
れ
た
功
績
に
対

し
表
彰
さ
れ
、
六
月
定
例
会
の
冒
頭
、

本
会
議
場
で
議
長
か
ら
表
彰
状
の
伝
達

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

市
議
会
だ
よ
り

編

集

委

員

六
月
定
例
会
が
終
わ
り
私
共
新

し
い
編
集
委
員
に
よ
る
「
市
議
会

だ
よ
り
」
を
お
届
け
し
ま
す
。

お
気
付
き
の
点
、
ご
意
見
な
ど

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
お
寄

せ
下
さ
い
。

委

員

長

副
委
員
長

委

員1/ 1/ // 

議
会
事
務
局
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わ
が
国
の
人
口
の
高
齢
化
、
核
家
族

化
の
進
行
に
伴
い
、
市
町
村
の
社
会
福

祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
責
務
は
ま
す
ま
す

増
大
し
て
い
る
。
子
育
て
の
専
門
施
設

で
あ
る
保
育
所
は
、
共
働
き
の
家
庭
は

も
と
よ
り
、
自
宅
で
育
児
を
し
て
い
る

家
庭
に
と
っ
て
も
、
大
切
な
施
設
と
し

て
そ
の
活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く

児
童
福
祉
施
設
と
し
て
の
児
童
保
護
費

の
負
担
は
、
地
方
自
治
体
よ
り
も
国
の

責
任
が
強
い
と
し
て
、
国
の
負
担
が
本

来
日
分
の

8
の
負
担
と
な
っ

て
い
た
も

の
が
、

一
九
八
九
年
度
か
ら
、
叩
分
の

5
に
削
減

・
恒
久
化
さ
れ
、
地
方
自
治

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く

保
育
制
度
の
拡
充
を

求
め
る
意
見
書

甲府市議会だより第98号(7) 

体
の
財
政
圧
迫
の

一
因
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
上
、
昨
年
末
提
案
さ
れ
、

一
九

九
三
年
度
は
見
送
り
と
な
っ
た
公
立
保

育
所
保
母
等
の
人
件
費
(
措
置
費
)
を

一
般
財
源
化
し
て
地
方
自
治
体
の
負
担

に
し
よ
う
と
し
た
方
針
に
つ
い
て
は
、

国
費
の
地
方
へ
の
負
担
転
嫁
と
し
て
断

じ
て
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
が
「
保
育
の
多
様
化
ニ
ー

ズ
に
応
え
る
」
と
し
て
、
次
々
に
う
ち

だ
し
て
い
る

一
時
的
保
育
事
業
、
夜
間

・

延
長
保
育
、
長
時
間
保
育
サ
ー
ビ
ス
、

育
児
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
支
援
事
業
、
途
中

入
所
対
策
な
ど
の
新
し
い
施
策
の
費
用

は
、
保
育
所
運
営
の
基
本
財
政
と
な
る

措
置
費
に
組
み
入
れ
ら
れ
ず
、
す
べ
て

郵
政
事
業
の

現
行
経
営
形
態
堅
持
を

求
め
る
意
見
書

郵
政
事
業
は
、

全
国
2
万
4
干
の
郵

便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
郵
便
、

貯
金
、
保
険
の
三
事
業
を
は
じ
め
、
印

紙
売
り
さ
ば
き
ゃ
各
種
年
金
の
支
払
事

務
な
ど
の
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
、
全
国
あ

ま
ね
く
公
平
に
提
供
し
、
国
民
生
活
の

安
定
向
上
と
福
祉
の
増
進
に
大
き
く
寄

与
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
般
の
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会

(第
三
次
行
革
審
)
で
、
政
府
部
門
の

役
割
の
見
直
し
の
対
象
と
し
て
郵
政
事

業
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
経
営
形
態
の
在

り
方
や
郵
便
貯
金
制
度
の
見
直
し
等
が

補
助
金
事
業
に
よ
る
た
め
、
現
在
の
保

育
所
「
最
低
規
準
」
に
示
さ
れ
て
い
る

職
員
配
置
で
は
、
そ
の
実
施
は
到
底
困

難
で
あ
り
、
保
育
所
職
員
の
人
手
不
足

は
深
刻
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
措
置
を
講
じ

ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
保
育
所
措

置
制
度
を
堅
持
し
、
保
育
所
国
庫
負

担
金
を
増
額
す
る
こ
と
。

二
保
育
所
「
最
低
規
準
」
職
員
配
置

規
準
の
大
幅
改
善
な
ど
制
度
改
善
を

行
な
う
こ
と
。

論
議
さ
れ
て
い
る
が
、
郵
政
事
業
の
民

営
化
や
事
業

・
地
域
分
割
が
行
な
わ
れ

る
と
、
郵
政
事
業
の
経
営
基
盤
で
あ
る

三
事
業
一

体

・
全
国
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が

崩
れ
、
不
採
算
池
域
の
郵
便
局
廃
止
や

サ
ー
ビ
ス
ダ
ウ
ン
、
全
国
均
一
料
金
制

の
崩
壊
な
ど
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

公
的
サ
ー
ビ
ス
の
地
域
間
格
差
を
拡
大

さ
せ
、
過
疎
地
域
で
の
生
活
困
難
を

一

層
加
速
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
国

民
、
利
用
者
の
期
待
に
応
え
る
郵
政
事

業
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、
次
の

事
項
に
つ
い
て
特
段
の
措
置
を
講
じ
ら

れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

郵
政
事
業
の
現
行
経
営
形
態
を
今

後
と
も
堅
持
し
、

三
事
業
一
体
、
全

国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
の
充
実

・
強

化
を
図
る
こ
と
。

二

定
額
貯
金
の
商
品
性
改
悪
は
行
な

わ
ず
、
小
口
・
零
細
貯
金
の
利
益
保

護
、
利
便
性
の
向
上
に

一
層
努
め
る

こ
と
。

三

郵
貯

・
簡
保
資
金
の
運
用
に
当
た
っ

て
は
、
地
域
活
性
化
に
貢
献
す
る
地

方
還
流
制
度
の
充
実

・
拡
大
を
図
る

こん」
。

景
気
回
復
と
住
宅
取
得
の

改
善
策
実
現
を

求
め
る
意
見
書

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に
よ
り
、

日
本

経
済
は
ま
す
ま
す
悪
化
す
る
ば
か
り
で

あ
り
政
府
の
進
め
る
経
済
対
策
に
よ
っ

て
も
、
な
か
な
か
復
調
の
兆
し
は
な
い
。

企
業
の
生
産
抑
制
や
人
員
の
削
減
に

よ
る
経
営
の
合
理
化
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
の
生
活
を
圧
迫
し
て
お
り
、
自
分
の

土
地
を
持
ち
、
家
を
建
て
る
希
望
も
遠

の
い
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

金
融
並
び
に
不
動
産

の
流
通
の
活
発
化
に
よ
り
、
早
期
に
景

気
が
回
復
す
る
よ
う
、
政
府
に
お
か
れ

て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
措

置
を
講
じ
ら
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

一
長
期
保
有
土
地
の
譲
渡
税
率
を
現

行
叩
%
か
ら
お
%
に
戻
す
こ
と
。

二

長
期
保
有
土
地
か
ら
償
却
資
産

へ

の
買
換
特
例
を
復
活
す
る
こ
と
。

三

国
土
利
用
計
画
法
に
よ
る
監
視
区

域
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
。
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新しい常任委員会の構成
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総

次
の
部

・
室
等
に
属
す
る
事
項
を
審
査
す
る

一
市
長
室
の
所
管
に
属
す
る
事
項

二

企

画
推
進
部
の
所
官
に
属
す
る
事
項

一ニ

地
域
振
興
部
の
所
管
に
属
す
る
事
項

四
総
務
部
の
所
管
に
属
す
る
事
項

五
市
民
部
の
所
管
に
属
す
る
事
項

六

税
務
部
の
所
管
に
属
す
る
事
項

七

技

術

指
導
部
の
所
管
に
属
す
る
事
項

八
会
計
釜
の
所
官
に
属
す
る
事
項

九
議
会
事
務
局
の
所
管
に
属
す
る
事
項

一凸

公
平
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項

二

選
挙
管
理
委
員
会
の
所
官
に
属
す
る
事
項

三

監
査
委
員
の
所
管
に
属
す
る
事
項

三

他
の
古
任
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
事
項

務

委

貝

A
Q
一品

委員

早 川 武 男
善光寺三丁目2-8

新政ケラプ
宮 32-1222

委 員

福島勇
山宮町86

新政クラブ

宮 52-2701

j 
委員

森沢 幸夫
千塚四丁目2-5
新政クラブ

官 52-凹 13

民

生

文

教

委

員

会

副委員長

川名正剛
西出~r5-43ー l

無所属
官 52-2532

次
の
部
・
室
等
に
属
す
る
事
項
を
審
査
す
る

福
祉
部
の
所
管
に
属
す
る
事
項

二
建
設
部
図
書
館
建
設
課
の
所
管
に
属
す
る
事

項

一

市
立
甲
府
病
院
の
所
管
に
属
す
る
事
項

四
教
育
委
員
会
の
所
官
に
属
す
る
事
項

委員

上田英文
下鍛冶屋町99'
新政クラブ

冒'1-6600

委員

原田正八郎
士田町9-15
新政クラ ブ

"37-3191 

申
u
m
'3

l

 

員

間

子

市

委
沼

m配
叶

占百
新

宮

飯
山

(
定
数

(
現
員

九
名
)

九
名
)

(
定
数

(現
員

九
名
)

九
名
)

2 
委員

堀 内 征 治
宮原町39-8

公明党
冒 41-8886

委員

中西久
美咲一丁目2-J1 

市政クラ ブ

"51-~J09 

委 貝

清水節子
情勢四丁目21-1

市政クラ ブ

"35-6510 

委員

加藤裕
千壇五丁目 15・39

日本共産党

世51-6973

経
済
都
市
開
発
委
員
会

‘・2委員長

出井数馬
上町132'-5
新社会クラブ

宮 41-4584

次
の
部

・
室
等
に
'
属
す
る
事
項
を
審
査
す
る

一

土

地
対
策
部
の
所
管
に
属
す
る
事
項

三
商
工
労
政
部
の
所
管
に
属
す
る
事
項

三
農
林
振
興
部
の
所
管
に
属
す
る
事
項

四
都
市
整
備
部
の
所
管
に
属
す
る
事
項

五
中
央
卸
売
市
場
の
所
管
に
属
す
る
事
項

六
農
業
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
事
項

委員

内藤幸男
塩部三丁目2-23

新政クラブ

"52-9185 

委員

牛 奥 公貴
善光寺三丁目33・32

新政クラ ブ

"35-5851 

委員

飯島勇
大手一丁目3-'
新社会クラブ

官 52-6758

建

設

水

道

委

員

会

字

、
，

長
崎
仰げ川

三」
F

笠
間

平
u
f
M

pr
d司

副

繍

刊
新
E

次
の
部
・
室
等
に
属
す
る
事
項
を
審
査
す
る

環
境
部
の
所
管
に
属
す
る
事
項

建
設
部

(図
書
館
建
設
課
を
除
く
。
)
の
所
管

に
属
す
る
事
項

一

下
水
道
部
の
所
管
に
属
す
る
事
項

四
水
道
局
の
所
管
に
属
す
る
事
項

j 

命。
口一一一…

0
6

一一一郎
ーI

堀
固

倉
委員

依 田敏夫
上石田三丁目2・26

新政クラブ

"22-2356 

I '~ 
委員

剣持膚雄
羽鼎町1390
新政クラブ

"52-5391 

(
定
数

(現
員

九九
名名

(定
数

(現
員

九九
名名

委 員

雨宮年江
和戸町1195-2
新社会クラ ブ

世 32-'765

委員

金丸三郎
伊勢二丁目7・JJ
市政クラブ
宮 22.-:{676


